質疑回答内容公表

業務名　南部調理場配管調査業務委託
回答課　総務課
更新日　令和８年４月９日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年４月６日
	・配管調査の手法・数量の指示がありませんで、調査業務（7/24～8/20）前に現地確認を行い承認を頂く流れでよろしいでしょうか。事前確認は　契約後　平日（月～土）でよろしいでしょうか。

・既設保温材にアスベストは含まないでよろしいでしょうか、受注者側に調査義務はないのでしょうか。
・保温材について対象調査数未定であること、撤去時再利用できないほど破損する可能性があり新築時の保温効果の期待はできないことから、どのレベル迄の復旧が求められるのでしょうか。

・調査図面や改修履歴・範囲は開示を頂けるでよろしいでしょうか。
・白衣・靴・帽子の準備は落札者でしょうか、その場合はどのようイメージの物でしょうか。靴はゴムで長靴、白衣にレベルがあるのでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
	令和８年４月９日
	・調査内容と数量については仕様書中の５業務内容（１）～（３）に記載のとおりです。調査位置については必要に応じて現地確認を実施し承認します。
現地確認は契約後の給食調理業務に影響のない日時に行うこととし、具体的な実施日は発注者と協議のうえ決定することとします。

・アスベストについては、建設年度での調査によると含有していないものと認識しています。調査については厚生労働省・環境省等関係法令を参照し要否を確認のうえ対応してください。

・保温材が再利用できないほど破損した場合の復旧については、協議のうえ決定することとします。

・建設時の図面を貸与可能です。改修履歴・範囲については、把握できる範囲で開示します。

・白衣・靴・帽子等は受注者（落札者）の負担となります。靴や白衣は簡易のもの（不織布等のもの）でも構いません。


